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平成３０年度 

第１２回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  平成３０年６月１１日（月曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市農業委員会会議室 

 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳からの抹消について 

報告事項 農地法第１８条第６項の通知について 

報告事項 使用貸借権の解約通知について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第３条許可指令書の返納について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による許可申請の取下げについて 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見について 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第６号 
農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（前回保留分） 

議案第７号 農用地利用集積計画について 

議案第８号 
「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び 

「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画」について 
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１３時００分 開会 

◆田村局長 それでは第１２回農業委員会

総会を開催いたします。 

谷河会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第１

２回農業委員会総会を開会いたします。 

出席委員は１９名中１８名で、定足数に

達しておりますので総会は成立しています。 

去る５月２８日、坂東委員、岩橋委員、

大河内委員さんによりまして現地調査並び

に事情聴取が行われています。後ほど報告

方よろしくお願いします。なお、吉中委員

から都合により欠席したい旨、ご連絡があ

りましたので、ご報告いたします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、中村委員、

宇治田委員にお願いします。 

それでは報告事項より始めさせていただ

きます。 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規

定による届出について説明いたします。 

◆稲垣副主任 番外 説明いたします。 

本件は、農地法第３条の３第１項の規定

による届出があったもので、５件ありまし

た。内容は全て相続による所有権の取得で

す。なお、Ｎｏ１については共有者が耕作

を行います。また、本届出に対して受理書

を交付しておりますが、本受理書は権利の

移動等の効力を発生させるものではありま

せん。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の

賃借人名義変更について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人の名

義変更が２件ありました。いずれも解約に

伴うものです。なお、Ｎｏ１及びＮｏ２は 

報告事項 農地法第１８条第６項の通知に

ついてのＮｏ５及びＮｏ７にそれぞれ関連

しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳か

らの抹消について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

調査の結果、農地賃貸借契約等登録台帳

の適正管理に伴う事務手続きの特例措置に

関する要綱に基づく案件が１件ありました。 

本件は、いくつかの枝番に分筆されてい

ますが、その全てが昭和・・年に農地転用

の許可がなされ、地目変更され、現況も住

宅地となっております。このため、台帳よ

り抹消するものです。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第１８条第６項の通知

について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 
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本件は、農地法第１８条第６項の賃貸借

の合意解約通知で７件ありました。 

なお、Ｎｏ５及びＮｏ７は報告事項 農

地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更

のＮｏ１及びＮｏ２と、Ｎｏ６は議案第５

号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請に対する意見についてのＮｏ１と、そ

れぞれ関連しています。また、Ｎｏ２、Ｎ

ｏ３、Ｎｏ４については利用権の解約です。

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 使用貸借権の解約通知につい

て説明いたします 

◆東 企画員 番外、説明します。 

使用貸借権の解約が１件ありました。 

本件は平成・・年・・月・・日から・・

年間の使用貸借権を合意解約するものです。 

なお、本件は、議案第１号 農用地区域

除外に係る意見についてのＮｏ２と関連し

ています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用届出について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

本件は、農地法第４条による市街化区域

内の農地転用の届出で７件ありました。平

成３０年５月９日付、２１日付、２９日付

で受理通知書を交付しています。 

なお、Ｎｏ３は、報告事項 農地法第５

条第１項の規定による届出についてのＮｏ

３と関連しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用届出について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

本件は、農地法第５条による市街化区域

内の農地転用の届出で１１件ありました。

平成３０年５月９日付、２１日付、２９日

付で受理通知書を交付しています。 

なお、Ｎｏ２は、報告事項 農地法第３

条許可指令書の返納についてのＮｏ１と、

Ｎｏ３は、報告事項 農地法第４条第１項

の規定による届出についてのＮｏ３と、そ

れぞれ関連しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第３条許可指令書の返

納について、説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

 本件については、農地法第３条による市

街化調整区域内の農地転用の許可に係る指

令書の返納が１件ありました。 

平成２９年６月１４日付で交付した分に

ついて返納があったものです。 

なお、本件は、報告事項 農地法第５条

第１項の規定による届出についてのＮｏ２

と関連しています。以上です。 
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◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農用地利用配分計画の認可に

ついて、説明いたします。 

◆稲垣副主任 番外、説明いたします。 

本件は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第４項の規定に基づき、県

知事より認可されたもので、５件ございま

した。合計面積は田が５９，５４３㎡、畑

が３，３６５㎡です。なお、５月８日付け

で県知事による認可済みです。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、何かご質問ございませんか。 

◆１６番（大河内壽一） ・・・というの

はどんなところですか。 

◆中川班長 番外、説明します。・・・は、

・・・さんという個人でたくさんの農地を

借りていた方が法人を立ち上げまして、契

約更新時に個人の・・・から法人の・・・

に切り替えた内容となっています。 

◆会長（谷河 績） これからも・・・で

出てくると思いますのでご了承いただきた

いと思います。 

この報告事項について、ご了承いただけ

ますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請の取下げについて説明いたし

ます。 

◆東 企画員 番外、説明します。 

本件については、農地法第５条による市

街化調整区域内の農地転用の許可に係る申

請の取下げが１件ありました。 

平成３０年４月２３日付で受付した分に

ついて、４月２７日に事情聴取を実施し、

隣接農地所有者の同意が無い点について指

摘したところ事業計画を見直すこととなり、

取下げとなったものです。 

なお、本件は議案第５号Ｎｏ５と関連し

ています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見

について提案いたします。 

◆上野農林水産課事務副主任 番外、説明

させていただきます。 

本件は、農業振興地域の整備に関する法

律第１３条第１項の規定に基づき、同法施

行規則第３条の２の第２項の規定により、

農業委員会のご意見をお聴きするものです。 

お手元の資料、農用地区域除外参考資料

（位置図）をご覧ください。全２件の申出

があり、２ページに、位置図を示しており

ます。全２件、一括して説明させていただ

きます。 

まず①について説明させていただきます。

参考資料の３ページから７ページをご覧く

ださい。３ページにありますように申出地

は、赤色で着色し示しており、和佐地区、

市立和佐小学校の・・・ｍに位置しており

ます。また、青色で着色し示しております

代替地とは、申出地以外で代替することが

できないか検討した土地のことを示してい

ます。他のページにも記載しています代替
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地に関しましても同様の意味です。また、

申出時に受領した代替地検討書を４ページ

に添付しております。５ページには、申出

地を四方から撮影した写真を、６ページに

は、農用地区域の広がりを、７ページには、

関係各課の意見を示し、添付しております。

参考にご覧ください。 

ここで開発予定の・・・について説明い

たします。・・・は、昭和・・年に設立し、

資本金は・・・円、従業員は平成２９年１

２月末時点で・・・人で、・・・、・・・、

・・・及び・・・を営んでいます。グルー

プ会社として、・・・、・・・、・・・があ

ります。業績について、平成２５年末から

平成２９年末までの５年間を比較すると、

純資産は、・・・円から・・・円と・・・

円増加、従業員は、・・・名から・・・名

と・・・名増加しています。 

除外の申出の経緯といたしましては、・

・・は、前述したように、本市において・

・年以上事業を営んでおり、なお事業が好

調であるため、従業員の駐車場及び資材置

場が不足している状態です。申出地（・・

・、・・・）は、北側に・・・、東西に宅

地に隣接した農地となっています。申出者

は、申出地を露店駐車場・露天資材置場に

開発することで、資材の保管場所等の問題

を解決することができ、利便性が向上し、

一体的な土地の有効活用ができるとの意向

で除外申出に至りました。 

次に②について説明させていただきます。 

参考資料の８ページから１２ページをご覧

ください。８ページにありますように申出

地は、赤色で着色し示しており、和佐地区、

市立和佐小学校の・・・ｍに位置しており

ます。また、申出時に受領した代替地検討

書を９ページに添付しております。１０ペ

ージには、申出地を四方から撮影した写真

を、１１ページには、農用地区域の広がり

を、１２ページには、関係各課の意見を示

し、添付しております。参考にご覧くださ

い。 

除外の申出の経緯といたしましては、利

用者・・・氏は、土地所有者・・・氏の・

・にあたります。利用者は、現在市内の賃

貸住宅に住んでいますが、一昨年に結婚し、

今後家族が増える予定もあり、現在の住居

では手狭であるとのことです。また、利用

者は、土地所有者と一緒に農業を営んでお

り、耕作地は申出地（・・・、・・・、・・

・）の近くであるとのことです。さらに、

結婚した夫の本家も農家であり、・・・市

で農業を営んでいるとのことです。これら

を踏まえ、利用者は今後も農業を続け、将

来は農業を継ぐ意向であるとのことです。

申出地は、東側に私道、南側に宅地、北側、

西側に土地所有者所有の農地に隣接した農

地となっています。利用者は、申出地に新

たに住宅を建築したいとの意向であり、利

用者が申出地に住むことにより、今後の営

農及び土地所有者の高齢に伴う不安等を解

消することができるとの意向で、除外申出

に至りました。 

 以上の全２件について、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第２項に掲げる

１号から５号までの要件のすべてを満たす

と判断し除外を行おうとするものです。 

説明は、以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 
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ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第１号に対する意見は、やむを

得ないとさせていただきます。 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策

事業に伴う遊休農地の証明願について提案

いたします。 

◆河原主事 番外、説明します。 

机上に対象農地の写真を配付しておりま

すのでご覧ください。本件は和歌山市遊休

農地解消対策事業補助金交付要綱第５条の

規定に基づいたもので、補助金の交付申請

にあたり遊休農地証明書を添付する必要が

あり、借受予定者から証明願が１件ござい

ました。対象農地は田のみで面積は１，１

４７㎡です。遊休農地証明書交付の可否に

ついてご審議願います。なお、対象農地に

ついては議案第７号Ｎｏ４で利用権の設定

を上程しております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について提案いたします。 

◆井口企画員 番外、説明します。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請があったもので、３件

ございました。いずれも、相続人から、耕

作を継続する旨の誓約書が添付されており

ます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第３条の規定による

許可申請について提案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で２件ありました。 

Ｎｏ１からＮｏ２については、調査の結

果、耕作等に支障がないこと、当該農地の

権利を取得しようとする者は、下限面積要

件を満たし、その取得後において全ての農

地を効率的に耕作を行い、農作業に常時従

事すると認められるなど、農地法第３条第

２項各号には該当しないため、許可要件の

全てを満たしています。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

Ｎｏ１ 申請地は、直川地区・・・、北コ

ミュニティセンターの・・・ｍに位置し、

概ね３００ｍ以内に市の支所がある、第３

種農地に該当します。申請人は建設及び不

動産業を営んでおり、事業の拡張のため、

土木建設用の資材置場を和歌山市内で探し

ていたところ、適地が見つかったため転用

するものです。 

Ｎｏ２ 申請地は、直川地区・・・、北コ

ミュニティセンターの・・・ｍに位置し、
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概ね３００ｍ以内に市の支所がある、第３

種農地に該当します。申請人は物流業を営

んでおり、隣地での工事計画を進めるにあ

たり、さらに駐車場及び資材置場が必要に

なったため転用するものです。 

Ｎｏ３ 申請地は、和佐地区・・・、河南

コミュニティセンターの・・・ｍに位置し、

概ね５００ｍ以内に市の支所がある、第２

種農地に該当します。申請人は足場工事業

を営んでおり、足場工事に必要な資材、ト

ラック並びに重機を置くための資材置場と

して転用するものです。 

Ｎｏ４ 申請地は、安原地区・・・、県立

紀北支援学校の・・・ｍに位置し、概ね１

０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内に

あるため第１種農地に該当しますが、集落

に接続される住宅その他日常生活上又は業

務上必要な施設であり、不許可の例外に該

当します。申請人は現在、賃貸住宅に居住

していますが、子供が生まれ、手狭になっ

てきたため、・・・に近い・・・名義の農

地に住宅を建てるため転用するものです。

なお、使用貸借権設定です。 

Ｎｏ５ 申請地は、安原地区・・・、安原

小学校の・・・ｍに位置し、概ね１０ｈａ

以上の規模の一団の農地の区域内にあるた

め第１種農地に該当しますが、集落に接続

される住宅その他日常生活上又は業務上必

要な施設であり、不許可の例外に該当しま

す。申請者は建設業を営んでおり、土、砂

利、重機などの資材置場の不足を解消する

ため当該申請地を資材置場として転用しよ

うとするものです。 

また、Ｎｏ１については、報告事項 農

地法第１８条第６項通知Ｎｏ６と関連して

おり、Ｎｏ５については、報告事項 農地

法第５条許可取下げＮｏ1 と関連していま

す。Ｎｏ５については隣接農地所有者の同

意を取得したため再度申請するものです。

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について（前

回保留分）、提案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

Ｎｏ１ 申請地は川永地区・・・、川永小

学校の・・・ｍに位置し、市街地に近接す

る区域内でその規模が概ね１０ｈａ未満の

ため第２種農地に該当します。申請者は不

動産業を営んでおり、申請地の北側に隣接

している既存の分譲地への通路として転用

するものです。なお、当該申請地はすでに

造成工事が開始されているにもかかわらず、

申請書類への始末書の添付がなかったため

前回保留としていたものです。 

当議案については、大河内委員、岩橋委

員、坂東委員により現地調査並びに事情聴

取を行っておりますので、担当の委員さん

から報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ１につきまして、

現地調査並びに事情聴取を行っていますの

で岩橋委員さん報告願います。 

◆１０番（岩橋 章） 報告します。 

去る５月２８日に大河内委員、坂東委員

とともに現地調査並びに事情聴取を行いま

した。事情聴取には、・・・氏並びに・・

・行政書士事務所の・・・氏が出席されま
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した。申請地は和歌山市・・・で、地目は

田、現況は砕石で埋め立てられています。

面積は・・・㎡です。申請理由は北側の新

規分譲地、戸数・・・戸の通路として使用

するためです。 

許可申請を提出したが、許可が出ない前

に着工しています。事前着工のわけは、新

規分譲地造成の工事車両を置く場所に使用

したとのことです。一時転用の許可を出す

ことも考えたと言っていましたが、実際に

は提出されていません。この件についての

始末書を提出するとともに、二度とこのよ

うな許可を受けないで工事を進めないよう

に、法律を必ず守るように厳重注意しまし

た。また、通路予定地の南側を用水路が通

り、そこに既設の水口と堰があります。農

家の方と協議をし、水の取り入れに支障が

出ないようにしてくださいと言っています。

通路工事の開始は、米の取入れが終わって

から実施する予定とのことです。隣接農地

所有者、六箇井土地改良区の同意を得てい

ます。なお、現地調査時に、当申請地の・

・・に隣接する農地（畑地転作）も砕石が

敷き詰められるのを確認しました。許可申

請が出されていないので、違反転用状態で

す。通路工事のときにこの砕石を撤去し、

元の状態に復帰する予定であるとのことで

す。必ず実行し、完了後は農業委員会に報

告するように指導しました。 

皆様方の慎重なご審議をよろしくお願い

します。以上です。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。 

議案第６号について説明が終わりました

が、この議案について、何かご意見、ご質

問ございませんか。 

◆９番（藤井幹雄） 今回の申請地の隣接

農地も違反転用と思われるとのことですが、

同じ業者が２重に違反していたということ

ですか。 

◆清瀧副課長 委員ご指摘のとおりです。 

◆９番（藤井幹雄） 注意するだけで本当

に大丈夫なのですか。 

◆清瀧副課長 事情聴取の際に、その件も

あわせて指摘し、必ず原状回復して農業委

員会に報告しますとの確約を得ています。 

◆９番（藤井幹雄） 所有者は同じですか。

所有者の同意の上で行っているのですか。 

◆清瀧副課長 別の方です。所有者の同意

は得ているとのことです。 

◆９番（藤井幹雄） 砕石を取り除くだけ

で原状回復と考えて大丈夫ですか。 

◆清瀧副課長 砕石を取れば原状には戻り

ます。 

◆会長（谷河 績） 他にございませんか。 

◆１５番（吉川松男） これは一回保留に

しているんでしょう、５月の末まで。 

◆清瀧副課長 はい。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について、

他に何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

◆中川班長 番外 説明いたします。 

本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が９

件ございました。Ｎｏ７は賃貸借権、それ

以外は使用貸借権の設定です。期間はＮｏ

５が１年、Ｎｏ７が３年、Ｎｏ３が４年、
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Ｎｏ１、Ｎｏ２、Ｎｏ６、Ｎｏ８、Ｎｏ９

が５年、Ｎｏ４が１０年です。また、Ｎｏ

６からＮｏ９については農地中間管理事業

による和歌山県農業公社との貸借権の設定

です。面積は田のみで、合計１８，６７２

㎡でした。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第７号は可決と決定しました。 

議案第８号 「平成２９年度の目標及び

その達成に向けた活動の点検・評価」及び

「平成３０年度の目標及びその達成に向け

た活動計画」について、提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明します。 

議案書に同封しておりました、別紙をご

覧ください。本件について、農業委員会は、

毎年、活動の点検・評価及び目標とその達

成に向けた活動計画の策定を行い、公表す

るものとなっています。まず、平成２９年

度の点検・評価ですが、１ページは本市の

農業の概要、農業委員の人数等を示してい

ます。２ページは担い手への農地の利用集

積・集約化ですが、担い手への集積率は１

５．４％です。地域により担い手のばらつ

きや、不足が課題です。利用権の集積実績

は累計で１８０ｈａとなり、農業委員、新

たに設置された農地利用最適化推進委員、

関係機関の連携により、目標を達成しまし

た。今後さらなる連携強化が課題です。３

ページは新規参入の促進ですが、平成２９

年度は、市内新規就農を含め１４経営体、

５．８ｈａの農地取得があり、４経営体の

目標に対し大きく目標を達成しました。 

可能な限り新規参入希望者と委員、関係機

関で面談し、農地のあっせんに努めました。

２０代から４０代の若手が多く、今後の担

い手として期待できますが、農地を希望す

る地域に偏りがあるのが課題です。４ペー

ジは遊休農地についてですが、本市では３

７．４ｈａの遊休農地を確認しています。

また、目標１ｈａに対し１．２ｈａの遊休

農地を解消しました。目標を達成しました

が、新たな遊休農地も確認されているため、

今後、新体制でのさらなる解消対策が必要

です。５ページは違反転用への対応ですが、

農業委員、県との連携により１件解消し、

農地に回復させることができました。今後

も、違反転用防止の啓発、監視活動の強化、

早期発見、早期指導に努めます。６ページ

は農地法第３条事務、農地転用事務の処理

件数、７ページは農地所有適格法人の報告

件数、農業委員会の情報提供等の実績、８

ページは事務の実施状況の公表等について、

示しています。 

続いて、平成３０年度の目標ですが、１

ページは本市の農業の概要、農業委員の人

数等を示しています。２ページの担い手へ

の農地の利用集積・集約化ですが、利用権

の集積面積１９５ｈａ、うち新規利用権設

定面積２０ｈａを目標としています。農地

利用最適化推進委員が主体となり、農業委

員、関係機関の連携により利用権設定面積

の拡大、新たな農地や担い手の掘り起こし

を行い、地域による担い手のばらつきや、

不足を解消するよう努めます。新規参入の

促進ですが、関係機関と連携し、広く情報

を収集し、新規参入１２経営体を目指しま

す。３ページの遊休農地についてですが、

８月の一斉農地パトロール、また随時の現



 11 

地調査を行い、１ｈａの遊休農地解消を目

指します。違反転用については、引き続き

違反転用防止の啓発、監視活動の強化、早

期発見、早期指導に努めます。 

 なお、本件、別紙については、本総会承

認後、市役所のホームページにて公表を行

います。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第８号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第８号は可決と決定しました。 

議案については以上です。 

 その他、何かございませんか。 

「なし、との声。」 

それでは、ご質問がないようでございま

すので第１２回総会を閉会いたします。長

時間ありがとうございました。 

 

１３時４０分 閉会 


